
   当院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

■当院で満たす施設基準および加算は以下の通りです。

　〇明細書発行体制等加算

　　　診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しております。

　〇一般名処方加算

　　　後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、

　　　薬剤の成分をもとにした『一般名処方』（一般的な名称により処方箋を発行）

　　　を行う場合があります。

　〇医療情報取得加算

　　　オンライン資格確認を行う体制を有し、必要な診療情報を取得・活用して

　　　診療等を行う体制の整備を行っております。

　〇夜間・早朝等加算

　　　平日18時以降、土曜日12時以降に受付された場合は夜間・早朝等加算をいただいております。

■当院は関東厚生局に下記の届出を行っております。

【基本診療科の届出一覧】

　〇情報通信機器を用いた診療に係る基準

　〇医療DX推進体制整備加算

　　　オンライン資格確認を行う体制を有し、医療DXを通して質の高い医療を提供

　　　できるよう取り組んでおります。オンライン資格確認によって得た情報

　　　（受診歴、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報）を、医師が

　　　診察室等で確認できる体制を整備し、診療に活用します。

【特掲診療料の届出一覧】

　〇ニコチン依存症管理料

　〇がん治療連携指導料

　〇糖尿病合併症管理料

　〇糖尿病透析予防指導管理料
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